
対　　象

補 助 額
交付条件

申請方法

申請・問合先

次のいずれかに該当する方
・市内に住所を有する、または今後有する
予定で市税の滞納がない方

・市内に事業所等を有し、市税の滞納がな
い事業所
設置費の３分の１（上限15万円）
次の全てに該当すること
・市内住宅（店舗併用住宅を含む）や事業所
に設置する、または設置済の住宅や事業
所を購入すること

・市内に事業所や営業所を有する法人（ま
たは個人）が設置すること

・補助金交付決定後から工事を開始し、令
和６年３月 31 日までに設置完了すること

・糸魚川産ペレットを利用すること
・２年間利用状況を報告すること
市ホームページ、環境生活課で配布の申請
書をご提出ください。
環境生活課 環境係 ☎552-1511

ペレットストーブ設置費補助金

対 象

補 助 額

交付条件

補助期間
申請期限

そ の 他

申請・問合先

地元就職を目指したい方へ
新幹線通学応援事業補助金

次の全てに該当する方
・市内に住所を有し、新幹線通学定期券を
購入し、JR糸魚川駅から大学等に通学す
る方

・大学等を卒業後、引き続き市内に住所を
有し、地元就職する意思のある方
新幹線通学定期券の購入費の２分の１以内
（上限４万円/月）
・市が発信する地元就職の促進に関する情
報をメール・郵便で受け取ること
・市内で開催される就職関連事業に参加す
ること
・大学等を卒業後、地元就職に関する指定
の書類を提出すること
学校の修業年限
申請年度に初めて購入した定期券の通用期
間開始日の１か月以内
地元就職しなかった場合、補助金の一部を
返還いただきます。
企画定住課 企画政策係 ☎552-1511

対象機器

補 助 額

補助条件

申請方法

申請・問合先

生ごみ処理容器（コンポスト型、堆肥化促進箱）
生ごみ処理機（電動型）
購入費の４分の３
※生ごみ処理機は上限７万円
次の全てに該当すること
・市内住宅（店舗併用住宅を含む）に設置す
ること

・市内に事業所や営業所を有する法人（ま
たは個人）から購入すること

市ホームページ、環境生活課で配布の申請
書をご提出ください。
環境生活課 環境係 ☎552-1511

生ごみ処理機器設置費補助金

対 象

補 助 額

交付条件

申請方法

申請期限
そ の 他
申請・問合先

自治会・地域防犯活動を行う法人・商店街等
で、継続的管理・運用ができる団体
補助対象経費の３分の２
※防犯カメラ１台あたり上限10万円
次の全てに該当すること
・撮影場所は道路、公園、広場等の不特定多
数が利用する場所とすること

・撮影範囲内の住民等の同意を得ること
・市内に本支店がある業者からの購入・施
工とすること

市ホームページ、環境生活課で配布の申請
書および添付書類をご提出ください。
５月10日（水）
希望される団体は事前にご相談ください。
環境生活課 市民生活係 ☎552-1511

防犯カメラ設置補助金

林野火災に注意

４～５月は、空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節で
す。林野での火の取り扱い（たき火 など）には、十分注
意をしてください。
問 合 先　農林水産課 林業水産係 ☎552-1511
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